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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１生体パターンの第１画像に含まれる第１隆線模様の第１特徴点群を示す第１特徴点
データと、第２生体パターンの第２画像に含まれる第２隆線模様の第２特徴点群を示す第
２特徴点データとを格納するデータ記憶手段と、
　前記第１特徴点データ及び前記第２特徴点データに基づいて前記第１生体パターンと前
記第２生体パターンの間の第１照合スコアを計算し、且つ、前記第１特徴点群及び前記第
２特徴点群から対応する特徴点の群としての対応特徴点群を抽出して前記対応特徴点群を
示す対応特徴点リストを生成する特徴点照合手段と、
　前記第１画像を前記第２画像に近づける第１画像非線形変換を前記対応特徴点リストに
基づいて実行する画像非線形変換手段と
を具備し、
　前記特徴点照合手段は、前記第１画像非線形変換後の前記第１画像と前記第２画像とに
基づいて前記第１生体パターンと前記第２生体パターンの間の第２照合スコアを計算し、
　前記第２照合スコアが前記第１照合スコアより大きい場合、照合スコアが直前に計算さ
れた照合スコア以下となるまで画像非線形変換および照合スコアの計算を繰り返し、
　前記特徴点照合手段によって計算された照合スコアのうち、最も大きいものを最大照合
スコアとして出力する照合結果出力手段
を具備する
　画像照合装置。
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【請求項２】
　前記第２隆線模様の方向分布を示す第２隆線方向データを用いた第１ノイズ除去・隆線
強調を前記第１画像非線形変換後の前記第１画像に対して実行するノイズ除去・隆線強調
手段と、
　前記第１ノイズ除去・隆線強調後の前記第１画像からノイズ除去・隆線強調後第１特徴
点群を抽出して前記ノイズ除去・隆線強調後第１特徴点群を示すノイズ除去・隆線強調後
第１特徴点データを生成する特徴抽出手段と
を更に具備し、
　前記特徴点照合手段は、前記ノイズ除去・隆線強調後第１特徴点データ及び前記第２特
徴点データに基づいて前記第２照合スコアを計算する
　請求項１の画像照合装置。
【請求項３】
　前記画像非線形変換手段は、前記第２画像を前記第１画像に近づける第２画像非線形変
換を前記対応特徴点リストに基づいて実行し、
　前記ノイズ除去・隆線強調手段は、前記第１隆線模様の方向分布を示す第１隆線方向デ
ータを用いた第２ノイズ除去・隆線強調を前記第２画像非線形変換後の前記第２画像に対
して実行し、
　前記特徴抽出手段は、前記第２ノイズ除去・隆線強調後の前記第２画像からノイズ除去
・隆線強調後第２特徴点群を抽出して前記ノイズ除去・隆線強調後第２特徴点群を示すノ
イズ除去・隆線強調後第２特徴点データを生成し、
　前記特徴点照合手段は、
　前記ノイズ除去・隆線強調後第２特徴点データ及び前記第１特徴点データに基づいて前
記第１生体パターンと前記第２生体パターンの間の第３照合スコアを計算し、
　前記第２照合スコア及び前記第３照合スコアに基づいて前記第１生体パターンと前記第
２生体パターンの間の第４照合スコアを計算する
　請求項２の画像照合装置。
【請求項４】
　前記第１画像非線形変換後の前記第１隆線模様の方向分布を示す第１隆線方向データを
用いた第１ノイズ除去・隆線強調を前記第２画像に対して実行するノイズ除去・隆線強調
手段と、
　前記第１ノイズ除去・隆線強調後の前記第２画像からノイズ除去・隆線強調後第２特徴
点群を抽出して前記ノイズ除去・隆線強調後第２特徴点群を示すノイズ除去・隆線強調後
第２特徴点データを生成し、前記第１画像非線形変換後の前記第１画像から画像非線形変
換後第１特徴点群を抽出して前記画像非線形変換後第１特徴点群を示す画像非線形変換後
第１特徴点データを生成する特徴抽出手段と
を更に具備し、
　前記特徴点照合手段は、前記ノイズ除去・隆線強調後第２特徴点データ及び前記画像非
線形変換後第１特徴点データに基づいて前記第２照合スコアを計算する
　請求項１の画像照合装置。
【請求項５】
　前記画像非線形変換手段は、前記第２画像を前記第１画像に近づける第２画像非線形変
換を前記対応特徴点リストに基づいて実行し、
　前記ノイズ除去・隆線強調手段は、前記第２画像非線形変換後の前記第２隆線模様の方
向分布を示す第２隆線方向データを用いた第２ノイズ除去・隆線強調を前記第１画像に対
して実行し、
　前記特徴抽出手段は、前記第２ノイズ除去・流線強調後の前記第１画像からノイズ除去
・隆線強調後第１特徴点群を抽出して前記隆線強調後第１特徴点群を示す隆線強調後第１
特徴点データを生成し、前記第２画像非線形変換後の前記第２画像から画像非線形変換後
第２特徴点群を抽出して前記画像非線形変換後第２特徴点群を示す画像非線形変換後第２
特徴点データを生成し、
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　前記特徴点照合手段は、
　前記ノイズ除去・隆線強調後第１特徴点データ及び前記画像非線形変換後第２特徴点デ
ータに基づいて前記第１生体パターンと前記第２生体パターンの間の第３照合スコアを計
算し、
　前記第２照合スコア及び前記第３照合スコアに基づいて前記第１生体パターンと前記第
２生体パターンの間の第４照合スコアを計算する
　請求項４の画像照合装置。
【請求項６】
　前記対応特徴点リストは、前記第１特徴点群に含まれる第１特徴点の座標と前記第２特
徴点群に含まれる第２特徴点の座標とを関連付け、
　前記画像非線形変換手段は、
　前記第１特徴点の前記座標を前記第２特徴点の前記座標に一致させるための第１特徴点
移動量を計算し、
　前記第１画像に含まれる第１画素と前記第１特徴点との距離と前記第１特徴点移動量と
に基づいて前記第１画素の第１画素移動量を計算し、
　前記第１画素移動量に基づいて前記第１画像非線形変換を実行する
　請求項１乃至５のいずれかに記載の画像照合装置。
【請求項７】
　前記第１画像及び前記第２画像は濃淡画像であり、
　前記第１ノイズ除去・隆線強調において前記ノイズ除去・隆線強調手段は、
　前記第２隆線方向データに基づく第１方向利用画像強調処理を前記第１画像非線形変換
後の前記第１画像に対して実行し、
　前記第１方向利用画像強調処理後の前記第１画像に含まれるノイズパターンの方向分布
を示すノイズ方向データに基づく第２方向利用画像強調処理を前記第１画像非線形変換後
の前記第１画像に対して実行する
　請求項２又は３の画像照合装置。
【請求項８】
　前記第１画像及び前記第２画像は濃淡画像であり、
　前記第１ノイズ除去・隆線強調において前記ノイズ除去・隆線強調手段は、
　前記第１隆線方向データに基づく第１方向利用画像強調処理を前記第２画像に対して実
行し、
　前記第１方向利用画像強調処理後の前記第２画像に含まれるノイズパターンの方向分布
を示すノイズ方向データに基づく第２方向利用画像強調処理を前記第２画像に対して実行
する
　請求項４又は５の画像照合装置。
【請求項９】
　画像非線形変換および照合スコアの計算を繰り返す最大回数が予め定められている
　請求項１の画像照合装置。
【請求項１０】
　第１生体パターンの第１画像に含まれる第１隆線模様の第１特徴点群を示す第１特徴点
データと第２生体パターンの第２画像に含まれる第２隆線模様の第２特徴点群を示す第２
特徴点データとに基づいて前記第１生体パターンと前記第２生体パターンの間の第１照合
スコアを計算するステップと、
　前記第１照合スコアを格納するステップと、
　前記第１特徴点群及び前記第２特徴点群から対応する特徴点の群としての対応特徴点群
を抽出して前記対応特徴点群を示す対応特徴点リストを生成するステップと、
　前記第１画像を前記第２画像に近づける第１画像非線形変換を前記対応特徴点リストに
基づいて実行するステップと、
　前記第１画像非線形変換後の前記第１画像と前記第２画像とに基づいて前記第１生体パ
ターンと前記第２生体パターンの間の第２照合スコアを計算するステップと、
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　前記第２照合スコアを格納するステップと
　を備える画像照合方法であって、
　前記第２照合スコアが前記第１照合スコアより大きい場合、照合スコアが直前に計算さ
れた照合スコア以下となるまで画像非線形変換および照合スコアの計算を繰り返すステッ
プと、
　計算された照合スコアのうち、最も大きいものを最大照合スコアとして出力するステッ
プと
を更に具備する
　画像照合方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の画像照合方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラム
を記録した記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、画像照合装置、画像照合方法、プログラム及び記録媒体に関し、特に、指紋
画像や掌紋画像のような生体パターンの画像の照合を行う画像照合装置、画像照合方法、
プログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　縞模様状の複数の隆線によって構成される指紋は、終生不変及び万人不同という特徴を
持っているため、古くから犯罪捜査に利用されている。特に、犯罪現場に残された遺留指
紋を用いた照合は、効果的な捜査手段である。近年、多くの警察機関では、コンピュータ
を利用した指紋照合システムが導入されている。例えば、特許文献１（特開２０１０－２
２５１０２号公報）は、指紋画像の異同判断を補助する縞模様画像鑑定装置を開示してい
る。
【０００３】
　従来、指紋照合においては、非特許文献１（Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｆｉｎｇｅｒｐ
ｒｉｎｔ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，　２００３）の４．３　Ｍｉ
ｎｕｔｉａｅ－Ｂａｓｅｄ　ｍｅｔｈｏｄに紹介されているように、指紋隆線の端点や分
岐点を用いた特徴点照合が広く用いられている。指紋隆線の端点及び分岐点は、指紋の特
徴点またはＭｉｎｕｔｉａと呼ばれる。
【０００４】
　押捺指紋画像のように高品質の指紋画像どうしの照合では、従来技術を用いても両方の
指紋画像から充分な数の特徴点を抽出することが可能であるので、高い照合精度を保証で
きる。
【０００５】
　しかし、照合される指紋画像の一方が画像品質の悪い遺留指紋画像である場合には、遺
留指紋画像中の特徴点を抽出可能な領域が狭く、遺留指紋画像から充分な数の特徴点を抽
出することができない。その結果、従来技術では高い照合精度を実現することが困難であ
った。
【０００６】
　この問題を解決するために、様々な技術が提案されてきた。
【０００７】
　例えば、低品質の遺留指紋画像から自動的に特徴点を抽出するかわりに遺留指紋鑑定官
が特徴点をマニュアル入力する方法が知られている。しかし、特徴点をマニュアル入力す
る工数が大きいため、遺留指紋鑑定官の負担が大きい。
【０００８】
　近年、遺留指紋画像のノイズを自動的又は半自動的に除去する方法が提案されている。
【０００９】
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　ノイズを自動的に除去する方法は、例えば、特許文献２（特開２００８－０４０６９３
号公報）及び特許文献３（特開２００８－０６５３９０号公報）に提案されている。しか
し、自動処理で除去可能なノイズを持つ遺留指紋画像は限られているので、その効果は限
定的である。
【００１０】
　ノイズを半自動的に除去する方法は、例えば、特許文献４（特開２００９－２２３５６
２号公報）及び特許文献５（特開２００８－２２５７６４号公報）に提案されている。し
かし、半自動的除去方法では、マニュアル工数削減の効果はある程度あるものの、遺留指
紋鑑定官の人手を必要とする欠点は解消できていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【特許文献１】特開２０１０－２２５１０２号公報
【特許文献２】特開２００８－０４０６９３号公報
【特許文献３】特開２００８－０６５３９０号公報
【特許文献４】特開２００９－２２３５６２号公報
【特許文献５】特開２００８－２２５７６４号公報
【非特許文献】
【００１２】
【非特許文献１】Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔ
ｉｏｎ，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，　２００３
【発明の概要】
【００１３】
　上述したように、低品質の遺留指紋画像からは充分な数の特徴点を抽出することが難し
いため、遺留指紋画像を用いた照合では高い照合精度が期待できなかった。そこで、本発
明の目的は、低品質画像を用いた指紋照合又は掌紋照合において高い照合精度を実現する
ことが可能な画像照合装置、画像照合方法、プログラム及び記録媒体を提供することであ
る。
【００１４】
　本発明の第１の観点による画像照合装置は、データ記憶部と、特徴点照合部と、画像非
線形変換部とを具備する。前記データ記憶部は、第１生体パターンの第１画像に含まれる
第１隆線模様の第１特徴点群を示す第１特徴点データと、第２生体パターンの第２画像に
含まれる第２隆線模様の第２特徴点群を示す第２特徴点データとを格納する。前記特徴点
照合部は、前記第１特徴点データ及び前記第２特徴点データに基づいて前記第１生体パタ
ーンと前記第２生体パターンの間の第１照合スコアを計算し、且つ、前記第１特徴点群及
び前記第２特徴点群から対応する特徴点の群としての対応特徴点群を抽出して前記対応特
徴点群を示す対応特徴点リストを生成する。前記画像非線形変換部は、前記第１画像を前
記第２画像に近づける第１画像非線形変換を前記対応特徴点リストに基づいて実行する。
前記特徴点照合部は、前記第１画像非線形変換後の前記第１画像と前記第２画像とに基づ
いて前記第１生体パターンと前記第２生体パターンの間の第２照合スコアを計算する。
【００１５】
　本発明の第２の観点による画像照合方法は、第１生体パターンの第１画像に含まれる第
１隆線模様の第１特徴点群を示す第１特徴点データと第２生体パターンの第２画像に含ま
れる第２隆線模様の第２特徴点群を示す第２特徴点データとに基づいて前記第１生体パタ
ーンと前記第２生体パターンの間の第１照合スコアを計算するステップと、前記第１照合
スコアを格納するステップと、前記第１特徴点群及び前記第２特徴点群から対応する特徴
点の群としての対応特徴点群を抽出して前記対応特徴点群を示す対応特徴点リストを生成
するステップと、前記第１画像を前記第２画像に近づける第１画像非線形変換を前記対応
特徴点リストに基づいて実行するステップと、前記第１画像非線形変換後の前記第１画像
と前記第２画像とに基づいて前記第１生体パターンと前記第２生体パターンの間の第２照
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合スコアを計算するステップと、前記第２照合スコアを格納するステップとを具備する。
【００１６】
　本発明の第３の観点による記録媒体は、上記画像照合方法をコンピュータに実行させる
コンピュータプログラムを記録する。
【００１７】
　本発明によれば、低品質画像を用いた指紋照合又は掌紋照合において高い照合精度を実
現することが可能な画像照合装置、画像照合方法、プログラム及び記録媒体が提供される
。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
　本発明の上記目的、他の目的、効果、及び特徴は、添付される図面として連携して実施
の形態の記述から、より明らかになる。
【図１】図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像照合装置の全体構成を示す概略図で
ある。
【図２】図２は、画像照合装置が実現する機能を示す機能ブロック図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る画像照合方法のフローチャートである。
【図４Ａ】図４Ａは、画像照合装置に入力される遺留指紋画像を示す。
【図４Ｂ】図４Ｂは、画像照合装置に入力される押捺指紋画像を示す。
【図５Ａ】図５Ａは、遺留指紋画像から抽出された特徴点を遺留指紋画像に重畳して示す
。
【図５Ｂ】図５Ｂは、遺留指紋画像から抽出された方向分布を遺留指紋画像に重畳して示
す。
【図５Ｃ】図５Ｃは、方向のコード化例を示す。
【図５Ｄ】図５Ｄは、遺留指紋画像から抽出された芯線及び隆線確定領域を遺留指紋画像
に重畳して示す。
【図６Ａ】図６Ａは、押捺指紋画像から抽出された特徴点を押捺指紋画像に重畳して示す
。
【図６Ｂ】図６Ｂは、押捺指紋画像から抽出された方向分布を押捺指紋画像に重畳して示
す。
【図７】図７は、遺留指紋画像及び押捺指紋画像の間の照合結果を示す。
【図８】図８は、非線形変換後の遺留指紋画像を示す。
【図９】図９は、非線形変換後の遺留指紋画像及び押捺指紋画像を並べて示す。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係る画像照合方法に含まれるノイズ除去・隆線強
調処理のフローチャートである。
【図１１】図１１は、押捺指紋画像から抽出された方向分布及び非線形変換後の遺留指紋
画像を重畳して示す。
【図１２】図１２は、ノイズ除去・隆線強調後の遺留指紋画像を示す。
【図１３Ａ】図１３Ａは、ノイズ除去・隆線強調後の遺留指紋画像から抽出された特徴点
をノイズ除去・隆線強調後の遺留指紋画像と重畳して示す。
【図１３Ｂ】図１３Ｂは、ノイズ除去・隆線強調後の遺留指紋画像から抽出された芯線及
び隆線確定領域をノイズ除去・隆線強調後の遺留指紋画像と重畳して示す。
【図１４】図１４は、ノイズ除去・隆線強調後の遺留指紋画像及び押捺指紋画像の間の照
合結果を示す。
【図１５】図１５は、本発明の第２の実施形態に係る画像照合方法のフローチャートであ
る。
【図１６】図１６は、本発明の第３の実施形態に係る画像照合方法のフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　添付図面を参照して、本発明の実施形態に係る画像照合装置、画像照合方法、プログラ
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ム及び記録媒体を以下に説明する。
【００２０】
　（第１の実施形態）
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る画像照合装置１０の概略構成を示す。画像照合
装置１０は、例えばコンピュータである。画像照合装置１０は、指紋データ入力部１１と
、データ処理部１２と、照合結果出力部１３とを備える。指紋データ入力部１１は、照合
の対象となっている指紋画像１０１及び１０２を読み取ってディジタル化する指紋センサ
又はスキャナーを備え、ディジタル化された指紋画像１０１及び１０２を入力する。指紋
データ入力部１１は、既にディジタル化された指紋画像１０１及び１０２をファイルとし
て入力する記録媒体読取装置であってもよい。データ処理部１２は、指紋画像１０１及び
１０２の照合を実行し、照合結果を示す照合スコアを計算する。照合結果出力部１３は、
照合スコアを出力する。照合結果出力部１３は、照合スコアを表示する表示装置、照合ス
コアを印刷するプリンタ、照合スコアを外部システムへ送信する送信装置、又は照合スコ
アをリムーバブルディスクのような可換型記録媒体に書き込む記録媒体書込装置である。
【００２１】
　画像照合装置１０は、光ディスクや磁気ディスクのような有体の記録媒体１５に記録さ
れているコンピュータプログラムを読み込み、コンピュータプログラムに従って本実施形
態に係る画像照合方法を実行する。
【００２２】
　図２を参照して、データ処理部１２は、データ処理制御部２１、データ記憶部２２、特
徴抽出部２３、特徴点照合部２４、画像非線形変換部２５、及びノイズ除去・隆線強調部
２６を備える。データ処理制御部２１は、データ処理部１２の上記要素間のデータとメッ
セージの授受を制御する。データ記憶部２２は、ＲＡＭ（Ｒａｎｄａｍ　Ａｃｃｅｓｓ　
Ｍｅｍｏｒｙ）を含む記憶装置である。データ記憶部２２は、データ処理部１２の各要素
に作業領域を提供し、データ処理部１２の各要素が生成したデータを一時的に格納する。
特徴抽出部２３、特徴点照合部２４、画像非線形変換部２５、及びノイズ除去・隆線強調
部２６は、データ記憶部２２を作業領域として使用する。尚、データ記憶部２２は、デー
タ処理部１２の各要素が生成したデータを恒久的に記憶可能なハードディスク装置を備え
てもよい。特徴抽出部２３は、指紋画像から指紋（隆線模様）の特徴点を抽出する。特徴
点照合部２４は、特徴点に基づいて指紋の照合を実行して照合結果を示す照合スコアを計
算する。画像非線形変換部２５は、照合対象となっている二つの指紋画像の一方を他方に
近づける画像非線形変換を実行する。ノイズ除去・隆線強調部２６は、ノイズを除去する
と同時に隆線を強調するノイズ除去・隆線強調を実行する。特徴点抽出手順、照合スコア
計算手順、画像非線形変換手順、ノイズ除去・隆線強調手順は後で説明される。
【００２３】
　画像照合装置１０の各要素（各機能）は、画像照合装置１０のＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ
　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）がコンピュータプログラムを実行して画像照合装置
１０のハードウエアを制御することにより実現される。
【００２４】
　図３は、本実施形態に係る画像照合方法のフローチャートである。画像照合方法は、ス
テップＳ１乃至Ｓ１１を備える。
【００２５】
　ステップＳ１において、指紋画像入力部１１は、指紋画像１０１の画像データ及び指紋
画像１０２の画像データをデータ処理部１２に入力する。ここで、指紋画像１０１の画像
データ及び指紋画像１０２の画像データは濃淡画像の画像データである。以下、指紋画像
１０１の画像データ及び指紋画像１０２の画像データをそれぞれ画像データ１０１及び画
像データ１０２という場合がある。データ記憶部２２は、画像データ１０１及び１０２を
格納する。
【００２６】
　図４Ａは、指紋画像データ１０１が示す遺留指紋画像を示す。遺留指紋画像とは、犯罪
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現場に遺留された指紋（以下、「遺留指紋」という。）の濃淡画像であり、品質が低く、
自動照合が困難な場合が多い。
【００２７】
　図４Ｂは、指紋画像データ１０２が示す押捺指紋画像を示す。押捺指紋画像とは、登録
目的で採取された指紋（以下、「押捺指紋」という。）の濃淡画像であり、品質が良い。
犯罪捜査用の押捺指紋は、広い面積を採取できるように指を回転させながら押捺して採取
される。そのため、犯罪捜査用の押捺指紋は回転押捺指紋と呼ばれる場合がある。
【００２８】
　犯罪捜査においては遺留指紋と押捺指紋が照合されることが多いため、本実施形態にお
いては照合対象となっている二つの指紋画像の一方が遺留指紋画像、他方が押捺指紋画像
の場合を説明する。ただし、遺留指紋どうしを照合してもよく、押捺指紋どうしを照合し
てもよい。
【００２９】
　このような指紋画像は、米国Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ ｏｆ Ｓｔａｎｄ
ａｒｄｓ ａｎｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙで標準化されたＡＮＳＩ／ＮＩＳＴ－ＩＴＬ－１
－２０００　Ｄａｔａ
Ｆｏｒｍａｔ ｆｏｒ ｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｃｈａｎｇｅ ｏｆ Ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔ， 
Ｆａｃｉａｌ， ＆ Ｔａｔｔｏｏ （ＳＭＴ） Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎに従って、５００
ｄｐｉの解像度でディジタル化されたものである。なお、この標準化ドキュメントは、２
０１０年９月現在、以下のＵＲＬ（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｌｏｃａｔｏｒ
）からダウンロード可能である。
ｆｔｐ：／／ｓｅｑｕｏｙａｈ．ｎｉｓｔ．ｇｏｖ／ｐｕｂ／ｎｉｓｔ＿ｉｎｔｅｒｎａ
ｌ＿ｒｅｐｏｒｔｓ／ｓｐ５００‐２４５‐ａ１６．ｐｄｆ
【００３０】
　上記標準にしたがって、指紋画像を構成する画素は、０から２５５までの２５６階調の
濃度値のいずれかを持つ。上記標準による輝度基準では、濃度値が大きいほど輝度が大き
い（明るい）ことを示す。
【００３１】
　しかし、以下の説明においては、濃度値が大きいほど濃度が大きい（濃い）ことを示す
。従って、濃度が大きい（濃い）隆線部を構成する画素の濃度値は最大値である２５５に
近く、濃度が小さい（薄い）紙地や隆線溝部を構成する画素の濃度値は最小値である０に
近い。ここで、隆線溝は、隣り合う二つの隆線に挟まれた帯状の部分である。
【００３２】
　ステップＳ２において、特徴抽出部２３は、図４Ａの遺留指紋画像及び図４Ｂの押捺指
紋画像の各々から指紋（指紋隆線）の特徴点を抽出する。指紋の特徴点は、指紋隆線の端
点や分岐点である。特徴抽出部２３は、例えば、非特許文献１（Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ
　Ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，　２００３
）の３　Ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｒｅｐｒｅｓｅｎｔａｔ
ｉｏｎに開示された方法を用いて特徴点を抽出する。
【００３３】
　遺留指紋画像から特徴点を抽出する場合を用いて、特徴点を抽出する手順を説明する。
はじめに、特徴抽出部２３は、遺留指紋画像から隆線模様の方向分布を抽出し、隆線模様
の方向分布に基づいて隆線を強調する画像処理を遺留指紋画像に対して実行する。特徴抽
出部２３は、隆線強調後の遺留指紋画像を二値化して二値画像を生成する。次に、特徴抽
出部２３は、二値画像から芯線を抽出し、特徴点を抽出可能な隆線確定領域を二値画像に
基づいて決定する。最後に、特徴抽出部２３は、隆線確定領域内の芯線から特徴点を抽出
する。したがって、特徴抽出部２３は、特徴点を示す遺留指紋特徴点データのほかにも、
隆線模様の方向分布を示す遺留指紋隆線方向データ、隆線確定領域を示す隆線確定領域デ
ータ、及び芯線を示す芯線データを生成して出力することが可能である。データ記憶部２
２は、これらのデータを格納する。
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【００３４】
　図５Ａは、遺留指紋特徴点データが示す複数の特徴点５１を遺留指紋画像と重畳して示
す。
【００３５】
　図５Ｂは、遺留指紋隆線方向データが示す方向分布を遺留指紋画像と重畳して示す。遺
留指紋隆線方向データは、画素ごとに方向を定義してもよく、４×４画素や８×８画素に
より構成されるブロックごとに方向を定義してもよい。ブロックサイズが小さい方が、処
理時間はかかるが精度が向上する。本実施形態においては、方向データが画素ごとに定義
される場合を説明する。
【００３６】
　図５Ｃは、方向のコード化例を示す。ここでは、０～１５の１６方向にコード化されて
いる。尚、図５Ｃに示すようにπ／１６ラジアンごとに１６方向にコード化するかわりに
π／８ラジアンごとに８方向にコード化してもよい。８方向にコード化する場合よりも１
６方向にコード化する場合の方が、処理時間がかかるが精度が向上する。本実施形態にお
いては、方向データが１６方向にコード化される場合を説明する。
【００３７】
　図５Ｄは、隆線確定領域データが示す隆線確定領域６１及び芯線データが示す芯線６３
を遺留指紋画像と重畳して示す。隆線確定領域６１は、隆線が高品質な高品質領域であり
、網掛けされない領域として示されている。隆線確定領域６１の周囲の低品質領域６２は
、隆線が低品質な領域であり、網掛けされた領域として示されている。
【００３８】
　特徴抽出部２３は、上述した手順で押捺指紋画像から隆線模様の方向分布及び特徴点を
抽出し、抽出した方向分布を示す押捺指紋隆線方向データ及び抽出した特徴点を示す押捺
指紋特徴点データを生成して出力する。データ記憶部２２は、これらのデータを格納する
。
【００３９】
　図６Ａは、押捺指紋特徴点データが示す複数の特徴点５２を押捺指紋画像と重畳して示
す。
【００４０】
　図６Ｂは、押捺指紋隆線方向データが示す方向分布を押捺指紋画像と重畳して示す。
【００４１】
　ステップＳ３において、特徴点照合部２４は、遺留指紋特徴点データ及び押捺指紋特徴
点データに基づいて、遺留指紋及び押捺指紋を照合する。特徴点照合部２４は、照合結果
を示す照合スコアを計算する。特徴点照合部２４は、遺留指紋特徴点データと押捺指紋特
徴点データを照合することで照合スコアを計算する。特徴点照合部２４は、例えば、非特
許文献１（Ｈａｎｄｂｏｏｋ　ｏｆ　Ｆｉｎｇｅｒｐｒｉｎｔ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ
，　Ｓｐｒｉｎｇｅｒ，　２００３）の４．３　Ｍｉｎｕｔｉａｅ－Ｂａｓｅｄ　ｍｅｔ
ｈｏｄに開示された方法を用いて照合スコアを計算する。
【００４２】
　図７を参照して、照合スコアを計算する手順を説明する。特徴点照合部２４は、遺留指
紋特徴点データが示す複数の特徴点５１と押捺指紋特徴点データが示す複数の特徴点５２
との間で対応関係を検出する。図に示すように、複数の特徴点５１に含まれる６個の特徴
点と複数の特徴点５２に含まれる６個の特徴点との間で６個の対応関係が検出される。例
えば、複数の特徴点５１に含まれる特徴点５１ａと複数の特徴点５２に含まれる特徴点５
２ａとの間で対応関係が検出される。特徴点照合部２４は、対応関係が検出された特徴点
の数（この場合６）、それぞれの対応確信度、及び対応関係が検出されなかった特徴点の
数に基づいて照合スコアを計算する。この場合、照合スコアとして１６０点が計算される
。したがって、特徴点照合部２４は、照合スコアのほかにも、対応関係が検出された特徴
点のリストとしての対応特徴点リストを生成及び出力することが可能である。対応特徴点
リストには、対応関係が検出された遺留指紋画像の特徴点の座標と、その特徴点と対にな
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る押捺指紋画像の特徴点の座標とが関連付けられて記録される。例えば、特徴点５１ａの
座標と特徴点５２ａの座標とが関連付けられて記録されている。データ記憶部２２は、対
応特徴点リストを格納し、照合スコアを最大照合スコアの初期値として格納する。
【００４３】
　ステップＳ４において、特徴点照合部２４は、ステップＳ３の照合が成功だったか否か
を判定する。特徴点照合部２４は、対応関係が検出された特徴点の数が所定の数（例えば
４）以上であれば照合が成功であったと判定し、そうでなければ照合が不成功であったと
判定する。照合が成功であったと判定された場合、ステップＳ５に進む。照合が不成功で
あったと判定された場合、ステップＳ１１に進む。
【００４４】
　ステップＳ１１において、照合結果出力部１３は照合スコアとして０を出力し、画像照
合装置１０は本実施形態に係る画像照合方法を終了する。
【００４５】
　ステップＳ５において、画像非線形変換部２５は、遺留指紋画像を押捺指紋画像に近づ
ける画像非線形変換をステップＳ３で得られた対応特徴点リストに基づいて実行し、画像
非線形変換後の遺留指紋画像としての画像非線形変換後遺留指紋画像を示す画像非線形変
換後遺留指紋画像データを生成する。データ記憶部２２は、画像非線形変換後遺留指紋画
像データを格納する。画像非線形変換において、押捺指紋画像との重畳が可能なように、
遺留指紋画像の画像歪みが修正される。
【００４６】
　例えば、画像非線形変換部２５は、特許文献１（特開２０１０－２２５１０２号公報）
に開示された方法により画像非線形変換を実行する。以下、画像非線形変換を説明する。
画像非線形変換部２５は、特徴点５１ａの座標を特徴点５２ａの座標に一致させるための
移動量（座標変換量）としての特徴点移動量を計算し、遺留指紋画像に含まれる特徴点５
１ａの近傍の画素と特徴点５１ａとの距離と特徴点移動量とに基づいて近傍画素の移動量
としての画素移動量を内挿法的に計算し、特徴点移動量及び画素移動量に基づいて画像非
線形変換を実行する。画像非線形変換により、特徴点５１ａの座標が特徴点５２ａの座標
に一致するように特徴点５１ａが移動し、近傍画素も適当な位置に移動する。このように
、対応関係が検出された遺留指紋画像の特徴点はその特徴点と対になる押捺指紋画像の特
徴点の座標に移動され、対応関係が検出された特徴点以外の遺留指紋画像の画素はその画
素の近傍にある対応関係が検出された特徴点の移動量に基づいて移動される。ここで、遺
留指紋画像と画像非線形変換後遺留指紋画像との間の座標変換は線形ではない（座標変換
を一次式で表現できない）。
【００４７】
　図８は、画像非線形変換後遺留指紋画像を示す。
【００４８】
　図９は、画像非線形変換後遺留指紋画像及び押捺指紋画像を並べて示す。複数の特徴点
５１が画像非線形変換後遺留指紋画像に重畳され、複数の特徴点５２が押捺指紋画像に重
畳されている。画像非線形変換により、特徴点５１ａの画像非線形変換後遺留指紋画像中
の相対位置が特徴点５２ａの押捺指紋画像中の相対位置に一致し、特徴点５１ａの近傍領
域が特徴点５２ａの近傍領域に近づいたことがわかる。
【００４９】
　ステップＳ６において、ノイズ除去・隆線強調部２６は、押捺指紋隆線方向データを用
いたノイズ除去・隆線強調を画像非線形変換後遺留指紋画像に対して実行し、ノイズ除去
・隆線強調後の画像非線形変換後遺留指紋画像としてのフィードバック処理遺留指紋画像
を示すフィードバック処理遺留指紋画像データを生成する。データ記憶部２２は、フィー
ドバック処理遺留指紋画像データを格納する。ノイズ除去・隆線強調において、押捺指紋
隆線方向データと方向が合致しない画像非線形変換後遺留指紋画像中のノイズパターンが
除去され、押捺指紋隆線方向データと方向が合致する画像非線形変換後遺留指紋画像中の
遺留指紋の隆線が強調される。
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【００５０】
　図１０を参照して、ステップＳ６を詳しく説明する。ステップＳ６は、ステップＳ６１
乃至Ｓ６４を含む。
【００５１】
　ステップＳ６１において、ノイズ除去・隆線強調部２６は、画像非線形変換後遺留指紋
画像から遺留指紋の隆線を除去する目的で、押捺指紋隆線方向データの方向に沿う濃度変
化を強調する方向利用画像強調処理を画像非線形変換後遺留指紋画像に対して実行する。
ここで、押捺指紋隆線方向データは、押捺指紋画像に含まれる各画素の座標とその座標に
おける押捺指紋画像の隆線模様の方向とを関連付けている。方向利用画像強調処理におい
てノイズ除去・隆線強調部２６は、押捺指紋隆線方向データに基づいて、画像非線形変換
後遺留指紋画像の各画素について、その画素（以下、「注目画素」という。）を含む局所
領域としての参照領域を決定する。ノイズ除去・隆線強調部２６は、注目画素の座標に関
連付けられた方向を押捺指紋隆線方向データから検出し、検出した方向に基づいて参照領
域を決定する。参照領域は、検出した方向に沿う帯状領域となるように決定される。ノイ
ズ除去・隆線強調部２６は、参照領域の濃度ヒストグラムに基づいて、注目画素における
方向利用画像強調処理後の濃度値を計算する。方向利用画像強調処理は、例えば、局所的
ヒストグラム均等化法及び局所的コントラストストレッチ法の一方に基づく。
【００５２】
　図１１は、画像非線形変換後遺留指紋画像に押捺指紋隆線方向データの示す方向分布を
重畳して示す。ステップＳ５の画像非線形変換により、画像非線形変換後遺留指紋画像及
び押捺指紋画像は位置関係が合致している。そのため、押捺指紋隆線方向データの示す方
向分布は、遺留指紋の隆線を代表する。したがって、押捺指紋隆線方向データを用いるこ
とで、参照領域が遺留指紋の隆線に沿うように決定される。そして、ステップＳ６１の方
向利用画像強調処理において画像非線形変換後遺留指紋画像から遺留指紋の隆線が適切に
除去され、遺留指紋の隆線に交差するノイズパターン（例えば、図８の中央部分において
遺留指紋の隆線に交差するように左上から右下へ延びる黒い帯状のパターン）が強調され
る。以下、その理由を説明する。
【００５３】
　図８を参照して、遺留指紋と黒い帯状のパターンとが重畳している重畳領域において遺
留指紋の隆線に沿う濃度変化を調べると、黒い帯状のパターンと重畳した部分の濃度は、
黒い帯状のパターンと重なっていない部分の濃度より大きい。遺留指紋の隆線に沿って濃
度変化を強調すれば、遺留指紋の隆線のうち黒い帯状のパターンと重なった部分が強調さ
れる。
【００５４】
　図８を参照して、重畳領域において遺留指紋の隆線溝に沿う濃度変化を調べると、黒い
帯状のパターンと重畳した部分の濃度は、黒い帯状のパターンと重なっていない部分の濃
度より大きい。遺留指紋の隆線溝に沿って濃度変化を強調すれば、遺留指紋の隆線溝のう
ち黒い帯状のパターンと重なった部分が強調される。
【００５５】
　したがって、遺留指紋の隆線に沿うように決定された参照領域を用いる方向利用画像強
調処理により、遺留指紋の隆線が消失し、ノイズパターンが強調される。
【００５６】
　参照領域の決定は、例えば、以下のように行われる。ノイズ除去・隆線強調部２６は、
注目画素から注目画素の座標における方向（押捺指紋隆線方向データから検出された方向
）に沿う第１の側とその逆の第２の側に所定の画素数ずつ進んだときに通る画素群を抽出
する。参照領域はこの画素群により構成される。
【００５７】
　ステップＳ６２において、ノイズ除去・隆線強調部２６は、ステップＳ６１の方向利用
画像強調処理後の画像非線形変換後遺留指紋画像としての方向利用画像強調処理後遺留指
紋画像の方向分布を自動抽出し、抽出した方向分布を示すノイズ方向データを生成する。
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データ記憶部２２は、ノイズ方向データを格納する。ノイズ方向データは、方向利用画像
強調処理後遺留指紋画像に含まれるノイズパターンの方向分布を示す。ノイズ方向データ
は、方向利用画像強調処理後遺留指紋画像に含まれる各画素について、その画素の座標と
その座標におけるノイズパターンの方向とを関連付けている。
【００５８】
　ステップＳ６３において、ノイズ除去・隆線強調部２６は、押捺指紋隆線方向データに
基づいてノイズ方向データを補正して補正後ノイズ方向データを生成する。データ記憶部
２２は、補正後ノイズ方向データを格納する。
【００５９】
　ここで、押捺指紋隆線方向データは、押捺指紋画像の座標と方向とを関連付けている。
ノイズ方向データは、方向利用画像強調処理後遺留指紋画像の座標と方向とを関連付けて
いる。ノイズ除去・隆線強調部２６は、同一の座標について押捺指紋隆線方向データの方
向とノイズ方向データの方向との差が所定の範囲以内（例えば、π／１６ラジアン以内）
の場合、押捺指紋隆線方向データにおける方向に直交する方向でノイズ方向データにおけ
る方向を置き換えて補正後ノイズ方向データを生成する。
【００６０】
　ここで、この補正の意味を説明する。ノイズ方向データに基づいた方向利用画像強調処
理を画像非線形変換後遺留指紋画像に対して実行すれば、ノイズパターンを除去し、同時
に、遺留指紋の隆線を強調できることは、特開２００９－２２３５６２号公報に開示され
ているとおりである。しかし、ノイズ方向データにおける方向と押捺指紋隆線方向データ
における方向とが近い場合には、方向利用画像強調処理により画像非線形変換後遺留指紋
画像から遺留指紋の隆線が少なくとも部分的に除去されてしまう。ステップＳ６３におい
てノイズ方向データを補正することで、遺留指紋の隆線が除去されてしまう危険性を低減
することができる。尚、ステップＳ６３を実行しないことも可能である。
【００６１】
　次に、ステップＳ６４において、ノイズ除去・隆線強調部２６は、画像非線形変換後遺
留指紋画像からノイズパターンを除去する目的で、補正後ノイズ方向データの方向に沿う
濃度変化を強調する方向利用画像強調処理を画像非線形変換後遺留指紋画像に対して実行
する。その結果として、ノイズ除去・隆線強調部２６は、フィードバック処理遺留指紋画
像を示すフィードバック処理遺留指紋画像データを生成する。データ記憶部２２は、フィ
ードバック処理遺留指紋画像データを格納する。
【００６２】
　ステップＳ６４の処理の内容は、利用するデータは異なるものの、先に述べたステップ
Ｓ６１と同様である。ステップＳ６４の方向利用画像強調処理においてノイズ除去・隆線
強調部２６は、補正後ノイズ方向データに基づいて、画像非線形変換後遺留指紋画像の各
画素について、その画素（以下、「注目画素」という。）を含む局所領域としての参照領
域を決定する。ノイズ除去・隆線強調部２６は、注目画素の座標に関連付けられた方向を
補正後ノイズ方向データから検出し、検出した方向に基づいて参照領域を決定する。参照
領域は、検出した方向に沿う帯状領域となるように決定される。ノイズ除去・隆線強調部
２６は、参照領域の濃度ヒストグラムに基づいて、注目画素におけるステップＳ６４の方
向利用画像強調処理後の濃度値を計算する。
【００６３】
　ステップＳ６４の方向利用画像強調処理により、押捺指紋隆線方向データと方向が合致
しない画像非線形変換後遺留指紋画像中のノイズパターンが除去され、押捺指紋隆線方向
データと方向が合致する画像非線形変換後遺留指紋画像中の遺留指紋の隆線が強調される
。この理由は、特開２００９－２２３５６２号公報に開示されているとおりである。
【００６４】
　図１２は、ステップＳ６で得られたフィードバック処理遺留指紋画像を示す。フィード
バック処理遺留指紋画像においては、図８に示す画像非線形変換後遺留指紋画像の中央に
存在した左上から右下へ延びる黒い帯状のパターンが消失し、且つ、遺留指紋の隆線が強
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調されていることがわかる。フィードバック処理遺留指紋画像においては、ステップＳ３
の照合結果（例えば、対応特徴点リスト）がフィードバックされている。
【００６５】
　ステップＳ７において、特徴抽出部２３は、図１２のフィードバック処理遺留指紋画像
から指紋（隆線模様）の特徴点、隆線模様の方向分布、隆線確定領域、芯線を抽出し、特
徴点を示すフィードバック処理遺留指紋特徴点データ、方向分布を示すフィードバック処
理遺留指紋隆線方向データ、隆線確定領域を示す隆線確定領域データ、及び芯線を示す芯
線データを生成して出力する。データ記憶部２２は、これらのデータを格納する。ステッ
プＳ７における処理はステップＳ２における処理と同様であるため、詳細な説明は省略す
る。
【００６６】
　図１３Ａは、フィードバック処理遺留指紋特徴点データが示す複数の特徴点５３をフィ
ードバック処理遺留指紋画像と重畳して示す。ここで、図１３Ａに示すフィードバック処
理遺留指紋画像から抽出された特徴点５３の数は図５Ａに示す遺留指紋画像から抽出され
た特徴点５１の数より多い。
【００６７】
　図１３Ｂは、ステップＳ７で生成された隆線確定領域データ及び芯線データがそれぞれ
示す隆線確定領域７１及び芯線７３をフィードバック処理遺留指紋画像と重畳して示す。
隆線確定領域７１は、隆線が高品質な高品質領域であり、網掛けされない領域として示さ
れている。隆線確定領域７１の周囲の低品質領域７２は、隆線が低品質な領域であり、網
掛けされた領域として示されている。ここで、図１３Ｂに示すフィードバック処理遺留指
紋画像から抽出された隆線確定領域７１は図５Ｄに示す遺留指紋画像から抽出された隆線
確定領域６１より大きい。
【００６８】
　ステップＳ５及びＳ６のフィードバック処理によりノイズ除去と隆線強調が効果的に行
われた結果、抽出される特徴点の数が増加し、隆線確定領域が拡大することがわかる。
【００６９】
　ステップＳ８において、特徴点照合部２４は、データ記憶部２２に格納されている直前
のフィードバック処理遺留指紋特徴点データ及び押捺指紋特徴点データに基づいて、遺留
指紋及び押捺指紋を照合する。特徴点照合部２４は、照合結果を示す照合スコアを計算し
、対応特徴点リストを生成及び出力する。照合スコアの計算手順及び対応特徴点リストの
生成手順は、ステップＳ３と同様である。データ記憶部２２は、照合スコア及び対応特徴
点リストを格納する。
【００７０】
　図１４は、フィードバック処理遺留指紋特徴点データが示す複数の特徴点５３が重畳さ
れたフィードバック処理遺留指紋画像と押捺指紋画像特徴点データが示す複数の特徴点５
２が重畳された押捺指紋画像を示す。図に示すように、複数の特徴点５３に含まれる１０
個の特徴点と複数の特徴点に含まれる１０個の特徴点との間で１０個の対応関係が検出さ
れる。例えば、複数の特徴点５３に含まれる特徴点５３ｂと複数の特徴点５２に含まれる
特徴点５２ｂとの間で対応関係が検出される。ステップＳ３の結果である図７の６個に比
べると、対応関係が検出された特徴点の数が４個増加したことがわかる。また、ステップ
Ｓ８において、照合スコアとして８１６点が計算される。ステップＳ８の照合スコア（８
１６点）がステップＳ３の照合スコア（１６０点）に比べて大きく増加しているため、照
合精度が向上したことがわかる。
【００７１】
　ステップＳ９において、特徴点照合部２４は、直前のステップＳ８で得られた照合スコ
アとデータ記憶部２２に格納されている最大照合スコアを比較する。
【００７２】
　ステップＳ９において、直前のステップＳ８で得られた照合スコアの方が大きくなけれ
ば、ステップＳ１０に進む。
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【００７３】
　ステップＳ１０において、照合結果出力部１３は最大照合スコアを出力し、画像照合装
置１０は本実施形態に係る画像照合方法を終了する。
【００７４】
　ステップＳ９において、直前のステップＳ８で得られた照合スコアの方が大きければ、
データ記憶部２２は、最大照合スコアの値を直前のステップＳ８で得られた照合スコアで
置き換える。その後、次のステップＳ５～Ｓ９を実行する。次のステップＳ５においては
、直前のステップＳ６で得られたフィードバック処理遺留指紋画像を押捺指紋に近づける
画像非線形変換を直前のステップＳ８で得られた対応特徴点リストに基づいて実行する。
次のステップＳ５の結果に基づいて次のステップＳ６～Ｓ９を実行する。
【００７５】
　ステップＳ５～Ｓ９は、最大照合スコアの値が更新される限りは繰り返してもよいが、
最大繰り返し数を所定の回数（例えば２回）に制限してもよい。
【００７６】
　本実施形態においては、押捺指紋画像を示す画像データ１０２を入力するかわりに、押
捺指紋特徴点データ及び押捺指紋隆線方向データをデータ処理部１２に入力してもよい。
犯罪捜査用途の指紋照合システムにおいては大量の押捺指紋画像についての特徴点データ
及び隆線方向データがデータベースに登録されているため、これらのデータを利用するこ
とで本実施形態に係る画像照合処理を高速化することができる。
【００７７】
　上述の説明では、遺留指紋画像をフィードバック処理遺留指紋画像に変換してフィード
バック処理遺留指紋画像及び押捺指紋画像に基づいて照合スコアを計算する場合を説明し
たが、遺留指紋画像と押捺指紋画像の関係を逆にして、押捺指紋画像をフィードバック処
理押捺指紋画像に変換してフィードバック処理押捺指紋画像及び遺留指紋画像に基づいて
照合スコアを計算してもよい。
【００７８】
　更に、特徴点照合部２４は、フィードバック処理遺留指紋画像及び押捺指紋画像に基づ
いて求めた照合スコアとフィードバック処理押捺指紋画像及び遺留指紋画像に基づいて求
めた照合スコアとに基づいて、融合照合スコアを計算してもよい。融合照合スコアは、例
えば、二つの照合スコアの平均値である。この場合、ステップＳ９において、照合スコア
のかわりに融合照合スコアが用いられる。これにより、照合精度が更に向上する。
【００７９】
　（第２の実施形態）
　図１５を用いて、本発明の第２の実施形態に係る画像照合方法を説明する。画像照合方
法は、ステップＳ１乃至Ｓ１１を備える。本実施形態に係るステップＳ１乃至Ｓ４及びＳ
９乃至Ｓ１１は、それぞれ、第１の実施形態に係るステップＳ１乃至Ｓ４及びＳ９乃至Ｓ
１１と同様である。以下、本実施形態に係るステップＳ５乃至Ｓ８を説明する。
【００８０】
　ステップＳ５において、画像非線形変換部２５は、押捺指紋画像を遺留指紋画像に近づ
ける画像非線形変換をステップＳ３で得られた対応特徴点リストに基づいて実行し、画像
非線形変換後の押捺指紋画像としての画像非線形変換後押捺指紋画像を示す画像非線形変
換後押捺指紋画像データを生成する。特徴抽出部２３は、画像非線形変換後押捺指紋画像
から指紋（隆線模様）の特徴点と隆線模様の方向分布とを抽出し、特徴点を示す画像非線
形変換後押捺指紋特徴点データと隆線模様の方向分布を示す画像非線形変換後押捺指紋隆
線方向データを生成する。データ記憶部２２は、これらのデータを格納する。
【００８１】
　ステップＳ６において、ノイズ除去・隆線強調部２６は、画像非線形変換後押捺指紋隆
線方向データを用いたノイズ除去・隆線強調を遺留指紋画像に対して実行し、ノイズ除去
・隆線強調後の遺留指紋画像としてのフィードバック処理遺留指紋画像を示すフィードバ
ック処理遺留指紋画像データを生成する。データ記憶部２２は、フィードバック処理遺留
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指紋画像データを格納する。
【００８２】
　ステップＳ７において、特徴抽出部２３は、フィードバック処理遺留指紋画像から指紋
（隆線模様）の特徴点、隆線模様の方向分布、隆線確定領域、芯線を抽出し、特徴点を示
すフィードバック処理遺留指紋特徴点データ、方向分布を示すフィードバック処理遺留指
紋隆線方向データ、隆線確定領域を示す隆線確定領域データ、及び芯線を示す芯線データ
を生成して出力する。データ記憶部２２は、これらのデータを格納する。
【００８３】
　ステップＳ８において、特徴点照合部２４は、データ記憶部２２に格納されている直前
のフィードバック処理遺留指紋特徴点データ及び画像非線形変換後押捺指紋特徴点データ
に基づいて、遺留指紋及び押捺指紋を照合する。特徴点照合部２４は、照合結果を示す照
合スコアを計算し、対応特徴点リストを生成及び出力する。データ記憶部２２は、照合ス
コア及び対応特徴点リストを格納する。
【００８４】
　本実施形態に係るステップＳ５乃至Ｓ８における詳細な手順は、第１の実施形態に係る
ステップＳ５乃至Ｓ８についての説明から明らかである。
【００８５】
　本実施形態においても、高い照合精度が実現される。
【００８６】
　上述の説明では、遺留指紋画像及び押捺指紋画像をそれぞれフィードバック処理遺留指
紋画像及び画像非線形変換後押捺指紋画像に変換してフィードバック処理遺留指紋画像及
び画像非線形変換後押捺指紋画像に基づいて照合スコアを計算する場合を説明したが、遺
留指紋画像と押捺指紋画像の関係を逆にして、遺留指紋及び押捺指紋画像をそれぞれ画像
非線形変換後遺留指紋画像及びフィードバック処理押捺指紋画像に変換して画像非線形変
換後遺留指紋画像及びフィードバック処理押捺指紋画像に基づいて照合スコアを計算して
もよい。
【００８７】
　更に、特徴点照合部２４は、フィードバック処理遺留指紋画像及び画像非線形変換後押
捺指紋画像に基づいて求めた照合スコアと画像非線形変換後遺留指紋画像及びフィードバ
ック処理押捺指紋画像に基づいて求めた照合スコアとに基づいて、融合照合スコアを計算
してもよい。融合照合スコアは、例えば、二つの照合スコアの平均値である。この場合、
ステップＳ９において、照合スコアのかわりに融合照合スコアが用いられる。これにより
、照合精度が更に向上する。
【００８８】
　以上、遺留指紋画像と押捺指紋画像とを照合する場合を説明したが、第１の実施形態の
場合と同様に本実施形態においても、遺留指紋どうしを照合してもよく、押捺指紋どうし
を照合してもよい。
【００８９】
　（第３の実施形態）
　図１６を用いて、本発明の第３の実施形態に係る画像照合方法を説明する。画像照合方
法は、ステップＳ１乃至Ｓ５及びＳ７乃至Ｓ１１を備える。ステップＳ６は欠番である。
本実施形態に係るステップＳ１乃至Ｓ５及びＳ９乃至Ｓ１１は、それぞれ、第１の実施形
態に係るステップＳ１乃至Ｓ５及びＳ９乃至Ｓ１１と同様である。以下、本実施形態に係
るステップＳ７及びＳ８を説明する。
【００９０】
　ステップＳ７において、特徴抽出部２３は、画像非線形変換後遺留指紋画像から指紋（
隆線模様）の特徴点、隆線模様の方向分布、隆線確定領域、芯線を抽出し、特徴点を示す
画像非線形変換後遺留指紋特徴点データ、方向分布を示す画像非線形変換後遺留指紋隆線
方向データ、隆線確定領域を示す隆線確定領域データ、及び芯線を示す芯線データを生成
して出力する。データ記憶部２２は、これらのデータを格納する。
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【００９１】
　ステップＳ８において、特徴点照合部２４は、データ記憶部２２に格納されている直前
の画像非線形変換後遺留指紋特徴点データ及び押捺指紋特徴点データに基づいて、遺留指
紋及び押捺指紋を照合する。特徴点照合部２４は、照合結果を示す照合スコアを計算し、
対応特徴点リストを生成及び出力する。データ記憶部２２は、照合スコア及び対応特徴点
リストを格納する。
【００９２】
　本実施形態に係るステップＳ７及びＳ８における詳細な手順は、第１の実施形態に係る
ステップＳ７及びＳ８についての説明から明らかである。
【００９３】
　ところで、歪みのある遺留指紋画像上の隆線間隔は実際の隆線間隔と大きく異なる場合
がある。そのため、歪みのある遺留指紋画像から特徴点を抽出する場合は抽出精度が劣化
する。本実施形態においては、遺留指紋画像を押捺指紋画像に近づける画像非線形変換に
より隆線間隔が正常化されるため、特徴点の抽出精度の劣化が避けられる。したがって、
特徴点を用いる指紋照合において、高い照合精度が実現される。
【００９４】
　第１の実施形態の場合と同様に本実施形態においても、押捺指紋画像を示す画像データ
１０２を入力するかわりに、押捺指紋特徴点データ及び押捺指紋隆線方向データをデータ
処理部１２に入力してもよい。
【００９５】
　以上、照合の対象が指紋画像である場合について説明したが、照合の対象は、掌紋画像
のような他の生体パターンの画像であってもよい。
【００９６】
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は上記実施形態に限定されるも
のではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解し得る様々な
変更をすることができる。
【００９７】
　この出願は、２０１０年１１月８日に出願された日本出願特願２０１０－２５０２０５
号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
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